
令和 7年度富士河口湖町立小中学校空調設備フィルター清掃業務仕様書 

 

１ 委託業務内容 

  富士河口湖町立小学校 8校、中学校 2校の空調設備のうち、エアコン室内機及び船津小学校の全熱 

交換器（ロスナイ）換気フィルターの清掃を行う。 

 

２ 清掃方法 

（１）清掃作業はエアコンの室内機及びロスナイを停止させて行う。 

（２）清掃は、水洗いの後、日陰でよく乾燥させるか、掃除機による吸引とする。 

（３）清掃作業の結果、機能に支障をきたす事項があると判断した場合は、原因を究明し、直ちに委託者に 

連絡の上、必要な措置を行うものとする。 

 

３ 清掃回数 

  エアコン清掃は夏期シーズン前（６月を想定）に１回実施する。但し、船津小学校・小立小学校・勝山小 

学校及び勝山中学校については夏季シーズン前と冬期シーズン前（１１月下旬～１２月上旬を想定）の２回 

実施する。 

  船津小学校ロスナイ清掃については夏季シーズン前と冬期シーズン前の２回実施する。 

 

４ 委託期間 

  契約日から令和８年１月３１日 

  清掃作業の実施日時については学校休業日とし、委託者と打ち合わせの上決定すること。 

 

５ 清掃対象の場所・台数（明細は別紙参照）及び回数 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

学校 台数 回数 

船津小学校 
空調室内機 101台 2回 

全熱交換器 91台 2回 

小立小学校 空調室内機 91台 2回 

大石小学校 空調室内機 38台 1回 

河口小学校 空調室内機 30台 1回 

勝山小学校 空調室内機 73台 2回 

西浜小学校 空調室内機 39台 1回 

大嵐小学校 空調室内機 16台 1回 

富士豊茂小学校 空調室内機 22台 1回 

河口湖北中学校 空調室内機 45台 1回 

勝山中学校 空調室内機 43台 2回 



６ 業務完了報告及び検査 

  受託者は業務完了後、速やかにその業務の成果に関して報告書を委託者に提出し、委託者立ち会い 

の上で検査を受けなければならない。 

 

７ 請求 

  支払の請求については、冬期の業務完了後に行うこととし小学校分と中学校分に分け、請求することと 

する。 

 

８ 成果品 

  成果品については、各学校の清掃箇所それぞれ 3箇所程度の清掃前・清掃中・清掃後の写真を提出す 

ることとする。 

 

９ その他 

（１）機械等の使用により発生した全ての事件・事故及び損害については、本町は一切その責任を負わな 

いこととする。 

（２）本仕様書に定めのない事項については、富士河口湖町学校教育課と協議して決定する。 

 

 


